
 

 

宇治都市計画地区計画の補正   

 

 

都市計画吹前地区地区計画を次のように補正する。 

 

名 称 吹前地区地区計画 

位 置 宇治市槇島町吹前の一部 

面 積 約 ２．３ha 

区

域

の

整

備

・

開

発

及

び

保

全

の

方

針 

 

地区計画の目標 

 

 当地区は、宇治市のほぼ中央に位置し、京滋バイパスに隣接

することから、今後、都市的土地利用が見込まれる地域である。 

 本地区計画は、当地区において市街化を計画的に誘導すると

ともに、必要な地区施設の整備を行うことにより、良好な市街

地形成を図ろうとするものである。 

 

 

土地利用の方針 

 

 準工業地域として、工場の生産活動と周辺への影響に配慮す

るとともに、地区内の用途の混在による環境の悪化を防止する

ため風俗営業施設等の制限を行うことにより、良好な地区環境

の形成を図る。 

 

 

地区施設の整備の

方針 

 

 

機能的な市街地の形成をはかるため、京滋バイパス側道及び

これに接続する現市道を拡幅整備するとともに、新たに区画道

路を配置する。 

 

 

建築物等の整備の

方針 

 

 

良好な地区環境を形成するため、建築物等の用途、壁面の位

置、かき又はさくの構造について必要な基準をもうける。 

 

 

 

 

 

  



地 

 

 

区 

 

 

整 

 

 

備 

 

 

計 

 

 

画 

 

地区施設の配置及

び規模 

地区内幹線道路 幅員 ８．５ｍ １本 延長 ２９０ｍ 

区画道路  Ａ 幅員 ６．０ｍ ２本 延長 ４４０ｍ 

区画道路  Ｂ 幅員 ４．０ｍ １本 延長  ４５ｍ 

建 

 

築 

 

物 

 

等 

 

に 

 

関 

 

す 

 

る 

 

事 

 

項 

 

建築物の用

途の制限 

 

次に掲げる建築物は、建築してはならない。 

１. 畜舎。  

２. 建築基準法別表第二（り）項第２号に掲げるキャバレー、

料理店その他これらに類するもの。 

３. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第２条

第６項に規定する店舗型性風俗特殊営業を行う施設。 

 

 

壁面の位置

の制限 

 

工場の用に供する敷地における建築物の外壁若しくは、これ 

に代わる柱の面から道路境界線までの距離は２．０ｍ以上、隣 

地境界線までの距離は１．０ｍ以上とする。 

 

 

かき又はさ

くの構造の

制限 

 

 

工場の用に供する敷地における道路に面する側のかき又はさ

くは、生垣又は２．０ｍ以下の塀で道路側に植栽を施したもの

とし、隣地に面する側のかき又はさくは、生垣又は２．０ｍ以

下の塀とする。 

又、騒音規制法第２条第１項で定める特定施設又は振動規制

法第２条第１項で定める特定施設については、高さ３．０ｍ以

上の高木を３．０ｍ程度の間隔で配置したものとする。 

 

備 考 

 

 

「区域及び地区整備計画の区域は計画図表示のとおり」 

 

 






